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令和７年度の年金額の改定について

令和７年度の年金額改定率

令和７年度の年金額は
昨年度から1.9% の

引上げとなります

年金額は、毎年の物価や賃金の変動を基準に改定される仕組みとなっています。
令和7年度は賃金の変動率（※１）プラス2.3％を基準に年金額が改定されます。
この基準となる賃金の変動率に対し、マクロ経済スライド（※２）によるマイナス
０.4％の調整が行われることにより、令和７年度の年金額は、プラス1.9％の
増額改定（※３）となります。
※１ 厚生労働省発表の「名目手取り賃金変動率」
※２ 将来世代の年金の給付水準の確保のため、現役被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて毎年

厚生労働省が算定する調整率を控除する仕組み
※３ 従前保障額が適用になっている方や異なる改定率を用いる組合員期間（直近の組合員期間）を有す

る方など、年金額が増額にならない場合や改定率がプラス 1.9%に満たない場合があります。

令和 7 年度の年金額改定について

賃金の変動率 +2.3％

年金額改定率 +1.9％

マクロ経済スライドによる調整　▲0.4％

改定後の年金額は、本年6月支給期（4月分、5月分）から支給されます。
令和7年度の年金額については、「年金額改定・支給額変更通知書」を
ご覧ください（くわしくは3ページをご参照ください。）。
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見本

年金額改定・支給額変更通知書の見方について

改定後の年金額の内訳を表示しています。
年金額の内訳4

4　に記載の年金額の算定に係る期間月数や平均
標準報酬額等を表示しています。

平均標準報酬額等の内容5

加給年金額が加算されている場合、内訳を表示していま
す（配偶者の有無を示す欄ではありません。）。

加給年金額対象者等の内訳6

８５９４から始まる番号（１４桁）を表示
しています。
※平成27年10月の被用者年金制度の一元
化後においては、一元化前に表示していた
15桁目の管理用の番号は表示せず14桁
としています。

年金証書記号番号1

日本年金機構が付番している基礎
年金番号と年金コードです。

基礎年金番号／
年金コード

2

ア イ支給額（支給停止額）
変更の経緯

3

改定後の年金額を表示しています。
ア 年金額

年金額の改定や支給額の変更がある
場合に、その理由を表示しています
（なお、「給料再評価」の表示があると
きは、2ページで説明している物価や
賃金の変動を基に行う改定（令和７年
度の年金額について）があったことを
指しています。）。

イ 改定・変更事由

障害給付の受給者の方の障害等級と、次回診断書
をご提出いただく年月を表示しています（障害等級
の欄は、障害給付の等級です。障害者手帳の等級で
はありません。）。

障害の状況7

※受給している年金の種類により、表示される
項目の内容が見本と異なる場合があります。

※このほか当組合ホームページの年金受給者だ
よりのＱ＆Ａをご覧ください。

このたび送付しました年金額改定・支給額変更通知書の見方について、ご説明します。
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令和７年度の年金額の改定について

令和７年度の年金額改定率

令和７年度の年金額は
昨年度から1.9% の

引上げとなります

年金額は、毎年の物価や賃金の変動を基準に改定される仕組みとなっています。
令和7年度は賃金の変動率（※１）プラス2.3％を基準に年金額が改定されます。
この基準となる賃金の変動率に対し、マクロ経済スライド（※２）によるマイナス
０.4％の調整が行われることにより、令和７年度の年金額は、プラス1.9％の
増額改定（※３）となります。
※１ 厚生労働省発表の「名目手取り賃金変動率」
※２ 将来世代の年金の給付水準の確保のため、現役被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて毎年

厚生労働省が算定する調整率を控除する仕組み
※３ 従前保障額が適用になっている方や異なる改定率を用いる組合員期間（直近の組合員期間）を有す

る方など、年金額が増額にならない場合や改定率がプラス 1.9%に満たない場合があります。

令和 7 年度の年金額改定について

賃金の変動率 +2.3％

年金額改定率 +1.9％

マクロ経済スライドによる調整　▲0.4％

改定後の年金額は、本年6月支給期（4月分、5月分）から支給されます。
令和7年度の年金額については、「年金額改定・支給額変更通知書」を
ご覧ください（くわしくは3ページをご参照ください。）。
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年金支払通知書の見方について
年金支払通知書は、原則年１回、６月に年金受給者の皆様に送付します。
なお、支払額（2月期における端数分の上乗せを除きます。）、氏名、住所、振込先等に変更があっ
た場合は、その都度送付します。
今後の支払額に変更がない場合は、差引支払額（Ⓐ－Ⓑ＋Ⓒ）欄を合計した額が、次の支払予
定日に振込まれます。

年金支払通知書の表示内容について

支払予定日
（令和 7年６月以降）
について

参 考
● 令和７年 ６月１３日 （ ４月・５月分）
● 令和７年１０月１５日 （ ８月・９月分）
● 令和８年 ２月１３日 （１２月・１月分）

● 令和７年 ８月１５日 （ ６月・７月分）
● 令和７年１２月１５日 （１０月・１１月分）
● 令和８年 ４月１５日 （ ２月・３月分）

８５９４から始まる番号（１４桁）を表示しています。
※平成27年10月の被用者年金制度の一元化後においては、一元
化前に表示していた15桁目の管理用の番号は表示せず14桁
としています。

年金証書記号番号ア

※平成２７年９月３０日以前に受給権発生したもの
「厚生年金・共済年金」欄に表示しています。

※平成２７年１０月１日以後に受給権発生したもの
お持ちの年金種別に応じ、「厚生年金・共済年金」欄、
「共済年金（経過的職域）」欄または「年金払い退職等給
付」欄に表示しています。

「厚生年金・共済年金」欄、
「共済年金（経過的職域）」欄
及び「年金払い退職等給付」欄

イ

● 「介護保険料」、「後期高齢医療」、「国民健康保険
料」または「個人住民税」については、お住まいの
市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

● 「その他保険料」は、年金友の会に申し込まれた次
の保険の保険料または掛金を表示しています。

「控除額」欄ウ

令和7年 6月13日
令和7年10月15日

令和7年12月15日
令和8年 4月15日

団体傷害保険の保険料
生命＆健康づくりサポートプランの掛金
（６か月分）
新・団体医療保険の保険料
生命＆健康づくりサポートプランの掛金
（６か月分）

過去にさかのぼって支給額を再計算した結果、再計算
前と再計算後の支給額に差額が生じた場合に「遡及差
額」としてその額を表示します。

「　 」欄エ C

見本
85940000000000

〇〇銀行
〇〇支店

ア
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お勤めの形態によっては、年金の一部または全部が停止されることがあります。

再就職している皆様へ

! 国会議員や地方議会議員に就任した場合は、届出が必要です！
届出が遅れると過払いとなることがあります。

年金 （退職共済年金＋老齢厚生年金）× 1/12
職域年金相当部分(経過的職域加算額)、経過的加算額(65歳以上)、加給年金額を除きます。

賃金 標準報酬月額 ＋（直近1年間の標準賞与額 × 1/12）
直近1年間の標準賞与額は次項をご参照ください（※）。

※70歳以上の方の場合には標準報酬月額に相当する額、標準賞与に相当する額となります。

お勤めされている間の年金の停止
（在職老齢年金）について1
お勤めの形態1

1か月あたりの年金は、120万円 ÷ 12か月 ＝ 10万円 となるので、
停止額（月額）＝（10万円 ＋ 47万円 － 51万円）× 1/2 ＝ 3万円

老齢厚生年金の決定年金額 120万円、標準報酬月額47万円（賞与の支給はない）の場合計算例

1か月あたり10万円の年金のうち、3万円は停止となり、7万円が支給される。
老齢厚生年金の決定年金額120万円のうち、36万円は停止となり、84万円が支給される。

お勤め先で
厚生年金保険に加入

(70歳未満の方)

厚生年金保険
70歳以上被用者 

70歳以上の方で厚生年金保険の
適用事業所に使用される方

国会議員・
地方議会議員

イ ウア

お勤めの形態

停止なし

いずれかに
該当 に該当せず

イ ウア

年金と賃金の合計額により支給停止額の計算
　　　へ2

停止なし

支給停止額の計算（１か月あたりの停止額）2
年金と賃金の合計額が51万円（※）を超えると、年金の全部または一部が停止されます。

【停止額(月額)】
(年金＋賃金－51万円)×1/2

※令和７年度の金額

51万円以下年金と賃金の合計額

51万円を超える場合
(注)停止額の計算を行った結果、報酬比例部分

(厚生年金相当部分)が全額停止となる場合、
「加給年金額」も併せて全額停止されます。
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年金支払通知書の見方について
年金支払通知書は、原則年１回、６月に年金受給者の皆様に送付します。
なお、支払額（2月期における端数分の上乗せを除きます。）、氏名、住所、振込先等に変更があっ
た場合は、その都度送付します。
今後の支払額に変更がない場合は、差引支払額（Ⓐ－Ⓑ＋Ⓒ）欄を合計した額が、次の支払予
定日に振込まれます。

年金支払通知書の表示内容について

支払予定日
（令和 7年６月以降）
について

参 考
● 令和７年 ６月１３日 （ ４月・５月分）
● 令和７年１０月１５日 （ ８月・９月分）
● 令和８年 ２月１３日 （１２月・１月分）

● 令和７年 ８月１５日 （ ６月・７月分）
● 令和７年１２月１５日 （１０月・１１月分）
● 令和８年 ４月１５日 （ ２月・３月分）

８５９４から始まる番号（１４桁）を表示しています。
※平成27年10月の被用者年金制度の一元化後においては、一元
化前に表示していた15桁目の管理用の番号は表示せず14桁
としています。

年金証書記号番号ア

※平成２７年９月３０日以前に受給権発生したもの
「厚生年金・共済年金」欄に表示しています。

※平成２７年１０月１日以後に受給権発生したもの
お持ちの年金種別に応じ、「厚生年金・共済年金」欄、
「共済年金（経過的職域）」欄または「年金払い退職等給
付」欄に表示しています。

「厚生年金・共済年金」欄、
「共済年金（経過的職域）」欄
及び「年金払い退職等給付」欄

イ

● 「介護保険料」、「後期高齢医療」、「国民健康保険
料」または「個人住民税」については、お住まいの
市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

● 「その他保険料」は、年金友の会に申し込まれた次
の保険の保険料または掛金を表示しています。

「控除額」欄ウ

令和7年 6月13日
令和7年10月15日

令和7年12月15日
令和8年 4月15日

団体傷害保険の保険料
生命＆健康づくりサポートプランの掛金
（６か月分）
新・団体医療保険の保険料
生命＆健康づくりサポートプランの掛金
（６か月分）

過去にさかのぼって支給額を再計算した結果、再計算
前と再計算後の支給額に差額が生じた場合に「遡及差
額」としてその額を表示します。

「　 」欄エ C

見本
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標準報酬月額について2

直近１年間の標準賞与額について3

●基本給のほか、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた総支給額により算出します。
●１等級(８万８千円)～32等級(６５万円)に区分された等級の金額です。
●毎年、事業主(勤務先)から年金事務所へ届け出ることにより決定します(定時決定)。
●定時決定をした後に、再就職先の給料等に大幅な変更があった場合は、次の定時決定を待たずに標準報酬
月額を改定します(随時改定)。

標準報酬月額1

標準賞与額1
●名称を問わず、３か月を超える期間ごとに受けるもののことです。
●その月に支払われた賞与額の1,000円未満を切り捨て、上限は150万円です。

給料が大幅に変動した場合の在職支給停止2
例えば、４月から基本給等の固定給が変動し、４月～６月の平均で算出した標準報酬月額の等級が大幅(２等
級以上)に変動した場合は、標準報酬月額が７月から改定され(随時改定)、７月分の年金から停止額が変更と
なります。なお、７月分の年金は８月支給期に支払われますが、日本年金機構等から標準報酬月額の情報提供
が遅れた場合は、情報提供があり次第、７月分に遡って年金支給額を調整します。

「標準賞与額」の仮計算3
令和7年8月支給期においては、日本年金機構等から令和7年6月の標準賞与額の情報提供が遅れる場合が
あります。その場合には、令和6年6月と令和6年12月の標準賞与額(　 の範囲)を仮に使用して支給停止額を
計算し、令和7年10月支給期以降に差額を調整します。

※標準報酬月額の決定・改定については、勤務先または最寄りの年金事務所にお尋ねください。

４月～６月に支払った報酬月額の平均による等級額

基本給等の固定給が変動した月以後、３か月の報酬
月額の平均による等級額（２等級以上差が生じたとき）

定時決定

適用される標準報酬月額

随時改定

９月～翌年８月まで

固定給の変動月から数えて４か月目の月から
● ６月以前の改定…当年８月まで
● ７月以後の改定…翌年８月まで

適用時期

令和 6 年 令和 7 年

支給停止額の計算に使用する直近１年間の「標準賞与額」の範囲2
■ 標準賞与額の範囲(６月と１２月に賞与が支給されたケース)

令和７年８月支給期(６・７月分)の支給停止額の
計算に使用する標準賞与額の範囲

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

イ
ウ

６月分
７月分

の範囲(令和６年７月～令和７年６月の賞与が対象)
の範囲(令和６年８月～令和７年７月の賞与が対象)

ウ

エ

ア

イ

４月分
５月分

の範囲(令和６年５月～令和７年４月の賞与が対象)
の範囲(令和６年６月～令和７年５月の賞与が対象)イ

ア

エ ※　　が賞与支給月

令和７年６月支給期(４・５月分)の支給停止額の
計算に使用する標準賞与額の範囲

6
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年金支給額を計算する際の、厚生年金被保険者資格者情報、標準報酬月額、標準賞与額の情報提供の仕組みは、
下図のとおりとなっています。

在職老齢年金に係る情報交換の流れ（イメージ）参 考

● 厚生年金被保険者資格取得
／喪失情報

●標準報酬月額情報
●標準賞与額情報

日本年金機構

地方職員共済組合に
情報提供

●支給停止後の年金支給額を年金受給者
にお知らせ

●遡って情報が変更となった場合には、
遡って再計算し年金支給額を調整

地方職員共済組合

日本年金機構から提供された情報を
基に年金支給額を計算

● 厚生年金被保険者資格取得
／喪失情報

●標準報酬月額情報
●標準賞与額情報

勤務先

日本年金機構に
情報提供

提供する情報 提供する情報

「年金額改定・支給額変更通知書」の「２．年金額の内訳」欄の「報酬比例部分の額」が支給停止の計算対象と
なる額です。

年金額を確認する （3ページ参照）1

支給停止の計算に使用するもの
●標準報酬月額
●直近１年間の標準賞与額（例：令和６年１２月と令和７年６月の標準賞与額）
（注）標準報酬月額等の具体的な額については、勤務先などに確認してください

標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額を確認する （6ページ参照）2

支給停止額の計算シート（1か月あたりの支給停止額）

! この計算シートは、簡易的なものです。複数の年金を受給している場合などは、受給している年金に応じて按分する
ことになります。また、端数調整などもしていますので、お知らせしている支給額とは異なることがあります。

1か月あたりの支給停止額を試算する3

１か月あたりの支給停止額の計算3

（　　 ＋ 　　 - ５１万円） × １/２ ＝A B 円
C

の額が１か月あたりの支給停止額ですC

標準報酬月額と直近１年間の標準賞与額の１か月あたりの額の合計額を算出する2

標準報酬月額 直近１年間の標準賞与額×1/12の額

＝+ 円円 円
B

2 で確認した

１か月あたりの年金額を算出する１

1 で確認した
報酬比例部分の額  ÷ 12か月 ＝

A

円
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標準報酬月額について2

直近１年間の標準賞与額について3

●基本給のほか、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた総支給額により算出します。
●１等級(８万８千円)～32等級(６５万円)に区分された等級の金額です。
●毎年、事業主(勤務先)から年金事務所へ届け出ることにより決定します(定時決定)。
●定時決定をした後に、再就職先の給料等に大幅な変更があった場合は、次の定時決定を待たずに標準報酬
月額を改定します(随時改定)。

標準報酬月額1

標準賞与額1
●名称を問わず、３か月を超える期間ごとに受けるもののことです。
●その月に支払われた賞与額の1,000円未満を切り捨て、上限は150万円です。

給料が大幅に変動した場合の在職支給停止2
例えば、４月から基本給等の固定給が変動し、４月～６月の平均で算出した標準報酬月額の等級が大幅(２等
級以上)に変動した場合は、標準報酬月額が７月から改定され(随時改定)、７月分の年金から停止額が変更と
なります。なお、７月分の年金は８月支給期に支払われますが、日本年金機構等から標準報酬月額の情報提供
が遅れた場合は、情報提供があり次第、７月分に遡って年金支給額を調整します。

「標準賞与額」の仮計算3
令和7年8月支給期においては、日本年金機構等から令和7年6月の標準賞与額の情報提供が遅れる場合が
あります。その場合には、令和6年6月と令和6年12月の標準賞与額(　 の範囲)を仮に使用して支給停止額を
計算し、令和7年10月支給期以降に差額を調整します。

※標準報酬月額の決定・改定については、勤務先または最寄りの年金事務所にお尋ねください。

４月～６月に支払った報酬月額の平均による等級額

基本給等の固定給が変動した月以後、３か月の報酬
月額の平均による等級額（２等級以上差が生じたとき）

定時決定

適用される標準報酬月額

随時改定

９月～翌年８月まで

固定給の変動月から数えて４か月目の月から
● ６月以前の改定…当年８月まで
● ７月以後の改定…翌年８月まで

適用時期

令和 6 年 令和 7 年

支給停止額の計算に使用する直近１年間の「標準賞与額」の範囲2
■ 標準賞与額の範囲(６月と１２月に賞与が支給されたケース)

令和７年８月支給期(６・７月分)の支給停止額の
計算に使用する標準賞与額の範囲

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

イ
ウ

６月分
７月分

の範囲(令和６年７月～令和７年６月の賞与が対象)
の範囲(令和６年８月～令和７年７月の賞与が対象)

ウ

エ

ア

イ

４月分
５月分

の範囲(令和６年５月～令和７年４月の賞与が対象)
の範囲(令和６年６月～令和７年５月の賞与が対象)イ

ア

エ ※　　が賞与支給月

令和７年６月支給期(４・５月分)の支給停止額の
計算に使用する標準賞与額の範囲
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ここでは、年金受給者の方からいただく
お問い合わせをＱ＆Ａにまとめましたので、
ご参考にしてください。

年金相談
ね ん き ん そ う だ ん

Q
A＆

現在、私は再就職しているため、年金の支給が停止されています。
近々再就職先を退職する予定ですが、
年金の支給を再開してもらうために何か手続きは必要ですか。

Q

お勤め先で厚生年金保険に加入していた場合、退職（資格喪失）に係る届出がお勤め先から
年金事務所に提出され、この情報が日本年金機構から当組合に提供されますので、当組合
への手続きは不要です。日本年金機構から退職に係る情報が当組合に提供されてから
年金の支給停止解除をします。
なお、日本年金機構から当組合への退職に係る情報提供が遅れる場合は、当組合に退職
に係る情報が提供された後、退職時に遡って支給額を計算し差額を調整いたします。

A

転居（住居表示の変更を含む。）をしましたが、
何か手続きが必要ですか。

Q?

住民基本台帳ネットワークシステムを利用して当組合の年金システム上の登録住所の変更を行
いますので、年金受給者の皆様から当組合への手続きは原則不要です。ただし、電話番号を変
更された場合は、当組合で登録しているデータを変更する必要がありますので、当組合（年金
相談窓口：03-3261-9850）へご連絡ください。
なお、住所変更の登録が完了するまで２か月～４か月の時間を要します。このため、当組合
からの郵送物がお手元に確実に届くように、住民票の変更手続き後、速やかに郵便局に郵
便物の転送届をご提出ください。

A

私は２級の身体障害者手帳を持っていますが、
年金額改定・支給額変更通知書の障害等級が空欄になっている
のはなぜですか。

Q

年金額改定・支給額変更通知書の障害等級は、当組合の障害年金の受給権を有している
方の障害等級について記載しているもので、身体障害者手帳の障害等級を記載している
ものではありません。
その他、年金額改定・支給額変更通知書の詳しい見方については3ページをご覧ください。

A

年
金
相
談
Ｑ
＆
Ａ

?

?
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